
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３長第４８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年３月４日 １５時２０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市太郎ヶ浦漁港 

 佐世保市所在の褥
しとね

崎四等三角点から真方位０３６°５７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１４.９′ 東経１２９°３３.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 第八金
きん

栄
えい

丸、９９９トン 

   １３４９１６、株式会社有明商事 

Ｂ サンドコンパクション船 第四十七金森
かなもり

丸、総トン数不詳 

   不詳、井森工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾張出し三方ローラーが破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、太郎ヶ浦漁港において、突堤

先端付近で錨泊中のＢ船から海砂を瀬取りした後、同漁港を出航中、

風に圧流され、平成２５年３月４日１５時２０分ごろＡ船の左舷船尾

とＢ船の右舷船尾張出し三方ローラーとが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、太郎ヶ浦漁港で瀬取り作業をするのが初めてであった。 

 船長Ａは、Ａ船を操船するには、太郎ヶ浦漁港はかなり狭いと感じ

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は太郎ヶ浦漁港を出航中、Ｂ船は同漁港内の突堤先端付近で錨

泊中、Ａ船が風に圧流されたことから、両船が衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、太郎ヶ浦漁港において、Ａ船が出航中、Ｂ船が錨泊中、

Ａ船が風に圧流されたため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 



 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・風が強いときに狭い水域を出入航する場合は、風による圧流を考

慮して操船すること。 

 


